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高校スポーツ充実強化事業 実施手順について 

 

 高校スポーツ充実強化事業（以下「スポ充」という。）の申請から、実施・報告に 

ついては、以下のとおり行うものとする。 

 

                ◇ スポ充実施計画 ※専門委員長が承認する。 

                 ①スポ充実施要項 

                 ②事業計画書（様式１）及び予算書（様式２）※Ｐ５０～５１ 

                 ③事業計画 ※Ｐ５３ 

                 ④参加者名簿    以上 2週間前まで提出 

 

                ◇ スポ充事業計画の内容検討 【会長承認】 

                    

                                 事業費支給 

                        ※スポ充専用の通帳を準備（個人通帳不可） 

 

                ◇ スポ充実施後に速やかに事務局に提出 

                 ①事業報告書（様式３）※Ｐ５２ 

                 ②事業報告 ※Ｐ５４ 

                 ③収支決算書（様式５）、支出明細書（様式6-1．6-2） 

                 ④参加者名簿 ※一事業ごとに作成。 

                 ⑤参加承諾書（原本）※一事業ごとに原本を提出すること。                  

 

以上５点を 事業終了後１ケ月以内に提出 

 

               ◇ 上記 報告書等受領 

 

                  ※残金については全事業終了後、事務局へ返金 

 

≪スポ充実施における注意事項≫ 

 １ 参加者は、傷害・賠償責任保険（スポーツ安全保険等）に加入すること。 

 ２ 参加者には、一事業ごとに１枚の「参加承諾書（Ｐ４９）」の原本提出を求めるものとする。 

 ３ 事業計画に際しては、学業に支障をきたさない日程（土・日曜日・祝日及び休業日） 

   で実施すること。 

 ４ 国スポ強化による中学生の参加については、当年度福岡県選手強化推進事業における強化 

指定選手とし、各競技団体長へ内諾書の提出のあったものとする。 

また合わせて、各競技団体と連携し、スポ充の趣旨等を十分に説明の上、保護者の同意 

を得るものとする。 

 ５ 参加対象者・実施内容・経費等については、実施要項のとおりとする。 

 ６ スポ充に係る経費の支出については、「福岡県選手強化推進事業補助金に係る留意事項」 

   に従い、適切に支出するものとする。 

 ７ 団体競技において１校のみの強化事業はできない。 
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